
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

 以下の（１）又は（２）のいずれかに該当する場合は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地として、建ぺい

率の緩和を適用する。 

 

（１） ２つの道路によってできた角敷地 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ２つの道路の間にある敷地 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ また、（１）又は（２）での道路 A・道路 Bが、公園・広場・水面その他これらに類するものの場合、その部分が

上記の①から③の条件に当てはまるものであれば、建ぺい率が緩和できる場合がある。 
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・ 図１のような敷地の場合は a とｂの合計を L１とし、（２）に該当すれば、建ぺい率の緩和が適用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 図２のように道路と公園または水面その他これらに類するものの間にある敷地の場合は c と d の合計を L１とし、

（２）に該当すれば、建ぺい率の緩和が適用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 図３のような回転帯がある敷地の場合は、e が２ｍ以上で、（１）に該当すれば、建ぺい率の緩和が適用でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 法第 53 条第３項第一号との併用可能。 

・ 接道条件が４ｍ以上の用途の場合は、接する道路のうちいずれかの道路に４ｍ以上接していればよい。 

・ 敷地と道路に高低差がある場合も適用する。 
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